
平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業評価について 

 

１ 地域包括支援センター運営事業評価の目的 
当市では、平成18年度より地域の高齢者の総合相談機関である、地域包括支援セン

ター(以下「センター」という)を設置しており、現在市内に12か所のセンターがあ

る。 

本市では、委託業務の実施状況や人員配置等の運営体制を、定期的に確認すること

を目的に、事業評価を行っている。事業評価を通じ、センターがその機能を十分に発

揮できるよう、センターの機能強化と平準化に努めている。今回は、平成29年10月 

１日から平成30年９月30日までの期間について、評価を実施した。 

 

 

２ 地域包括支援センター事業評価の実施方法と日程 
（１）事業評価の実施方法 

事前にセンターに「自己評価表」及び「自己点検票」を記入していただき、ヒ

アリング当日は「自己評価表」及び「自己点検票」をもとに、委託業務の実施状

況についてヒアリング及び書類の確認を行った。また、センター管理者及びセン

ター職員より、特に力を入れた取り組みや今後の事業展開等を説明していただい

た。書類確認を行い、先進的な取り組みは他のセンターへの共有を図り、改善す

べき点は、センターと意見交換をしながら改善方法を確認した。 

ヒアリング及び書類確認以外には、市より今後の高齢者福祉施策についての説

明を行った。（市の一般施策の見直し、認知症初期集中支援チームの増設、生活

支援体制整備事業、介護予防ボランティア事業について） 
 

（２）日程 

平成30年４月11日 センターへ実施通知 

平成30年10月５日 自己評価表および自己点検票の提出 

平成30年10月26日～平成30年11月７日 ヒアリングの実施 

（センターからの説明、書類確認など） 

平成30年11月８日～平成30年11月19日 課内にて評価結果の協議 

平成30年12月17日 横須賀市介護保険運営協議会にて報告 

平成31年１月初旬 センターへ結果通知 

 

 

３ 地域包括支援センター事業評価の結果について 
 （１）地域包括支援センター事業評価結果の詳細 

ア  評価項目について 

事業評価は「自己評価表」および「自己点検票」に基づいて行った。 

「自己評価表」では、①総合相談支援業務、②権利擁護業務、③包括的・

継続的ケアマネジメント支援業務、④介護予防・日常生活支援総合事業に関

する業務、⑤介護予防活動、⑥地域へのＰＲ、運営体制、人員体制、の６つ

の項目について、実施状況を確認し、評価を行った。 

 平成 30年（2018年）12月 17日 
 平成 30年度第３回介護保険運営協議会 
          【 資 料 ５ 】 



 「自己点検票」からは、各センターで特に力を入れて取り組んでいる事業

や、前回までの事業評価を踏まえ、業務の効率化や改善に繋げている取り組

みなどを確認した。また、高齢者の介護保険サービスに関わる相談に限ら

ず、認知症や虐待事案、複合的な課題があるケース（障害のある方、ダブル

ケアの家族等々）に対し、関係機関と連携しながら、幅広いネットワークの

構築に努めていることが確認できた。 

 

 

イ 評価項目の内容と傾向について 

 「総合相談支援業務」について 

地域の総合相談窓口として、相談から地域や関係機関との連絡調整、サー

ビスの調整までをワンストップで行うもの、防災マニュアルの整備や地域の

要援護者の把握などを行い、地域の見守りに繋げるものなどである。各セン

ターは概ねバランスよく実施していた。 

 

「権利擁護業務」について 

   成年後見制度、高齢者虐待への対応、消費者被害への対応について、セン

ターの広報誌やホームページ、介護予防教室などを活用して周知するもので、

各センターとも計画的に地域に偏りがでないよう実施していた。 

また、金銭管理が困難な高齢者を成年後見制度などの適切な制度へ繋げた

り、関係機関と協力しながら高齢者虐待への支援を行うことなどがある。虐待

対応ケース件数にはばらつきがあるものの、必要時、ネットワークミーティン

グを開催しながら支援にあたっていた。 

 

「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」について 

  一人で事業所を運営しているケアマネジャーや、経験の浅いケアマネジャ

ー、ベテランのケアマネジャーに対し、それぞれの特性に合わせて研修会や事

例検討を通じ、ケアマネジャーの資質向上に努めるものであり、各センター満

点評価となった。 

 

 「介護予防・日常生活支援総合事業に関する業務」について 

 地域住民の支え合い体制の構築を目指し、業務を遂行している。また、住

民同士の支え合い団体等の地域にある社会資源情報の情報を収集し、冊子や

一覧表にまとめ利用者へ案内している。前回とほぼ同様の評価を維持してい

る。 

 

「介護予防活動」について 

   地域において自主的な介護予防活動を継続することを目指し、地域への計

画的な介入による地域型介護予防教室を実施したり、介護予防活動グループ

の立ち上げ・継続支援を行うものである。また、介護予防教室の開催だけで

なく、地域づくりのために、認知症サポーターの養成や、地域型介護予防サ

ポーター養成講座を開催している。点数がやや低いセンターもあるが、全体

としては各センターは、地道に努力を続けているといえる。 



「地域への PR、運営体制、人員体制」について 

地域との交流の場でセンターの活動内容を広めたり、広報誌を活用し、地域

への周知を図るものである。また、日々の活動において、個人情報保護に努め、

苦情があった場合には適切に対応し、再発防止に取り組むこと、業務改善や研

修等により職員の資質向上へ取り組むことなどである。並びに、法令に基づき

適切な人員配置を行うことが求められる。指定介護支援事業所の業務との兼

ね合いなどで、人員配置に苦労しているセンターもあった。 

 

 

ウ 全センターの各項目の平均点のグラフ（上記イの各項目） 

 
 

 

（２）センターにおける取り組み事例等 

・地域資源、社会資源等を掲載している「便利帳」に、ボランティア募集の内容も

掲載することで、地域の支え手を増やすことに努めている。 

・地域のより身近な場所である、自主グループやボラティアセンターなどに出向き、

週に 1度、介護の相談窓口を設けている。 

・センターの相談窓口とは別に、利用者により利便性の良い事業所の一部を活用し、

総合相談窓口を開設している。この相談員は、元センターの職員の方で、高齢に

なっても地域で活躍したいと意欲のある方である。 

・要援護高齢者リストに、介護事業所などの関係機関の連絡先も記載し、災害時に

一つの簿冊で対応できるようにしている。 

・包括が学童向けに行っている認知症サポーター養成講座の工夫（イソギンチャク

の模型を講話のツールとして活用）を、認知症キャラバンメイトに紹介している。 

・病院内のセンターという特徴を活用して、病院内のＰＴと協働した地域型介護予

防教室、地域の底力アップ教室を開催している。 

・冷蔵庫に貼付する「救急安心カード」に包括の連絡先を記載し、救急隊にスムー

ズに情報が伝わるようにしている。また、要援護高齢者の情報を、民生委員と協

力して収集している。 

・電話だけではわからない情報を確実に得るために、常に「訪問」を重視している。
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すぐに、支援に結び付かなくても訪問することは、共感や信頼につながるという

姿勢を貫いている。また、記録に掛ける時間を短縮し、支援にあてることを、法

人全体でバックアップしている。 

・研修を受講するだけでなく、地域の様々な場面で講師役になることも想定し、法

人内の職員向けに研修の講師をしている。 

・自主グループに、講師として介護予防サポーターを活用している。 

・教室案内のチラシに今後の予定を分かりやすく記載し、参加者を募る工夫をして

いる。 

・業務日誌が個人情報持ち出し簿を兼ねており、業務のスリム化が図られていた。 

・リズム感のある、包括独自の体操プログラムを作ることで、楽しみながら介護予

防に繋げられるようにしている。 

・１～２名の居宅介護支援事業所を対象とした、「小規模居宅連絡会」を立ち上げ、  

事例検討会を通じ、ケアマネジャーの資質向上とネットワークづくりを行ってい

る。 

・不審なハガキやショートメールが届いたという市民からの情報を、管内の居宅事

業所へファクスで情報提供し、消費者被害の防止に努めている。 

 

 

（３）各センターの結果 

ア 評価基準 

① 「自己評価表」は25の評価項目があり、それぞれ◎を３点、○を２点、

△を１点とし、75点満点で評価する。 

 

② 「自己点検票」は、各センターで特に力を入れて取り組んでいる事業 

や、前回までの事業評価を踏まえ、業務の効率化や改善に繋げている取り 

組みなどを、５点満点で評価する。 

 

③ ①・②を合わせ、80点満点でＡランク、Ｂランク、Ｃランクの三段階評 

価とする。 

 

Ａランク 

・80点満点中、75点以上。委託料に150万円の加算あり。 

  

Ｂランク 

・80点満点中、70点以上。委託料に100万円の加算あり。 

  

Ｃランク 

・69点以下。委託料の加算なし。 

  

 

 

 



イ 評価結果 

 センター名 ランク 

追浜地域包括支援センター Ａ 

田浦・逸見地域包括支援センター Ａ 

本庁第一地域包括支援センター Ａ 

本庁第二地域包括支援センター Ａ 

衣笠第一地域包括支援センター Ａ 

衣笠第二地域包括支援センター Ｂ 

大津地域包括支援センター Ａ 

浦賀地域包括支援センター Ａ 

久里浜地域包括支援センター Ａ 

北下浦地域包括支援センター Ａ 

西第一地域包括支援センター Ａ 

西第二地域包括支援センター Ｂ 

 

 

（４）全体の傾向と考察 

各センターともに、多様化する高齢者のニーズに対応していくために、主任ケ

アマネジャー、社会福祉士、保健師等の三職種と言われる専門職を中心に、委託

業務の適切な実施に努めていることが確認できた。毎年ヒアリングを実施してい

るなかでも、センターの新たな取り組みや先進的な取り組みを確認している。こ

のことから、センターは常に課題意識を持って業務に取り組んでいることがうか

がえる。 

また、日々の相談内容、地域や関係機関との連携事例からは、センターへ寄せ

られる相談や要望は、高齢者の相談にとどまらず、高齢者と同居する様々な事情

を抱えた家族全体に関わる内容が増えていることが確認できた。そのため、セン

ターと高齢福祉課の連携は勿論のこと、市の関係部局や関係機関との情報共有や



密な連携が必須となっている。 

今回Ｂ評価となったセンターについては、人員の不足によるところが大きい。

今後センターと協力し、人員の定着に注力していく。また、他の包括の取り組み

や活動事例を共有し、底上げを図る。 

 

 

４ 今後の取り組みについて 

国は現在、地域包括ケアシステムの構築を進める上で、センターの機能強化や役

割の明確化を打ち出している。当市において毎年実施しているこの事業評価につい

ても、国は注目をしており、地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化を

目指している。 

本市では委託当初より事業評価を実施しており、法改正や高齢者を取り巻く環境

の変化などに伴い、随時評価方法の見直しを行ってきた。今後は国が示す評価指標

を参考にして、本市の事業評価に反映させることを検討している。 

また、昨今「地域共生社会」の実現が注目されている。これは、高齢者だけでな

く、障害者や子ども等が、地域で安心して暮らすことのできる社会の実現を目指す

ものである。本市としては、地域共生社会の実現においても重要な役割を担うセン

ターが、その機能を十分に発揮できるようにする必要がある。そのために、今後も

センターの事業評価を積極的に活用し、業務の実施状況や運営体制を定期的に確認

し、センターとの意見交換、情報共有を図りながら、センターの機能強化に努めて

いきたい。 

 

 

５ 地域包括支援センター事業評価に対する第三者総評 

事業評価結果に公平性を持たせるために、神奈川県立保健福祉大学講師である

川久保寛氏に総評を依頼した。内容は以下のとおり。 

 

今年度は、全体としてやや厳しい結果であるように思います。昨年度はすべて

の地域包括支援センターが全項目で2.50以上となりましたが、今年度は「介護予

防活動」、「介護予防・日常生活支援総合事業」を中心に低い評価にとどまった

地域包括支援センターがありました。また、自己点検票においてもこれらの事業

に十分取り組めなかったとの記述が複数ありました。全国的にみても、両項目の

必要性は十分に理解されているものの取組みには相当地域差がある事柄です。今

年度の反省を活かして、来年度は少しでも改善になるよう期待します。一方で、

これまで通り「権利擁護」や「包括的・継続的ケアマネジメント支援」は高い評

価となりました。2000年に介護保険制度と成年後見制度が、2005年に地域包括支

援センターが創設されましたので、地域包括支援センターによる取組みの蓄積が

一定程度ある分野といえるでしょう。もちろん周知および理解の程度には地域



差・個人差がありますので、取組みを継続していかなければなりません。成年後

見制度については、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職団体がそれぞれ

専門機関を設置しています。それらの専門機関とも連携しつつ、引き続き事業に

取り組むことを望みます。 

また、昨年度は地域包括支援センターの担当地域の変更があり、一部の地域包

括支援センターでは事業の継続的な実施および新たな取り組みの双方に大きな影

響が出ました。今年度はそうした大きな変化はありませんでしたが、多くの地域

包括支援センターでは業務量の増大と人員不足が課題となっており、それらが各

取組みの実施と評価に影響を及ぼしていることが伺えます。すぐに改善すること

は難しいと思いますが、市の協力も得つつ引き続き取り組むことが望まれます。 

こうした厳しい状況でも積極的に取り組む地域包括支援センターもみられま

す。町内会の行事や運動教室などに赴いて地域包括支援センターの業務や機能を

周知したり、運動教室や自主グループの立ち上げにも関わったりして、地域を支

えつつ地域包括支援センターを支える基盤を作ることに努めています。業務量が

多いところ、地域に関わること・出ていくことは大変でしょう。そうした努力を

称えたいと思います。 

高齢化が進み、国・県・市レベルで様々な施策が行われています。また制度・

施策の改正や廃止も多く、現場で直接住民に関わる地域包括支援センターは相当

苦労されていることが伺えます。一部の地域包括支援センターでは住民とともに

新たな事業を立ち上げていますが、住民から上がってくる要望に応えきれないこ

ともあるのではないでしょうか。市には、地域包括支援センターの業務と関係す

る施策については十分に連携しながら地域包括支援センターを支援することが期

待されています。地域包括支援センターの努力を積極的に評価することとあわせ

て、地域包括支援センターと連携を取りながら施策の検討を行っていくことを引

き続きお願いしたいと思います。 



　地域包括支援センター運営事業評価　評価結果グラフ
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総合事業

介護予防活動

地域ＰＲ、運営体制、

人員体制

本庁第二地域包括支援センター

3.00 

3.00 

3.00 

2.00 

3.00 

2.75 

総合相談支援

権利擁護

包括的・継続的

ケアマネジメント支援

介護予防・日常生活支援

総合事業

介護予防活動

地域ＰＲ、運営体制、

人員体制

衣笠第一地域包括支援センター

2.43 

3.00 

3.00 

3.00 

2.50 

2.75 

総合相談支援

権利擁護

包括的・継続的

ケアマネジメント支援

介護予防・日常生活支援

総合事業

介護予防活動

地域ＰＲ、運営体制、

人員体制

衣笠第二地域包括支援センター

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

2.50 

2.63 

総合相談支援

権利擁護

包括的・継続的

ケアマネジメント支援

介護予防・日常生活支援総

合事業

介護予防活動

地域ＰＲ、運営体制、

人員体制

大津地域包括支援センター

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

2.50 

2.75 

総合相談支援

権利擁護

包括的・継続的

ケアマネジメント支援

介護予防・日常生活支援

総合事業

介護予防活動

地域ＰＲ、運営体制、

人員体制

浦賀地域包括支援センター



3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

2.75 

総合相談支援

権利擁護

包括的・継続的

ケアマネジメント支援

介護予防・日常生活支援

総合事業

介護予防活動

地域ＰＲ、運営体制、

人員体制

久里浜地域包括支援センター

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

2.50 

2.88 

総合相談支援

権利擁護

包括的・継続的

ケアマネジメント支援

介護予防・日常生活支援

総合事業

介護予防活動

地域ＰＲ、運営体制、

人員体制

北下浦地域包括支援センター

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

2.75 

総合相談支援

権利擁護

包括的・継続的

ケアマネジメント支援

介護予防・日常生活支援総

合事業

介護予防活動

地域ＰＲ、運営体制、

人員体制

西第一地域包括支援センター

2.57 

2.67 

3.00 

2.00 

3.00 

2.75 

総合相談支援

権利擁護

包括的・継続的

ケアマネジメント支援

介護予防・日常生活支援

総合事業

介護予防活動

地域ＰＲ、運営体制、

人員体制

西第二地域包括支援センター

2.89 

2.97 

3.00 

2.83 

2.79 

2.81 

総合相談支援

権利擁護

包括的・継続的

ケアマネジメント支援

介護予防・日常生活支援総

合事業

介護予防活動

地域ＰＲ、運営体制、

人員体制

包括全体



平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業等の評価・指導に係る自己評価表【別紙４】

□

民生委員等、関係機関と連携して潜
在する支援を必要とする高齢者の把
握に当たっている。
把握○

□

民生委員等、関係機関と連携して潜
在する支援を必要とする高齢者の把
握に当たっている。
把握○

□

関係機関に説明する程度に止まっ
ており、把握の取組みは行っていな
い。
把握×

□

関係機関と連携した上で、地域の実
情に対応した把握のための独自の
工夫を行っている。
＋独自の工夫

□
地域に必要な社会資源を把握して
いる。
把握○

□
地域に必要な社会資源を把握して
いる。
把握○

□
地域に必要な社会資源の把握を
行っていない。
把握×

□

地域に不足している社会資源を認識
しており、一層の充実に向けた情報
収集等の取組みを行い、年１回以上
見直しをしている。
＋継続的な把握○

　 　 　 　

□

定期的に状況を確認するなど、状態
に応じた継続的な支援を行ってい
る。
継続○

□

定期的に状況を確認するなど、状態
に応じた継続的な支援を行ってい
る。
継続○

□
相談があったとき限りの支援であり、
継続的な支援を行っていない。
継続×

□
今後の支援の方向性について確認
を行っている。
＋支援の方向性

① □

ワンストップサービスとして、相談か
ら適切なサービス調整までを一体的
に実施している。
サービス調整○

□

ワンストップサービスとして、相談か
らサービス調整までを実施してい
る。
サービス調整△

□

適切なサービス調整ができないな
ど、ワンストップサービスとしての役
割が果たせない。
サービス調整×

・支援経過表
・引継書　等

□
関係機関への連携引継を実施して
いる。
連携引継○

□
関係機関への連携引継を実施して
いる。
連携引継○

□

関係機関への連携引継が適切に実
施できていない。
トラブルが発生したこともある。
連携引継×

□
関係機関への連携引継を実施し、そ
の後の状況の確認まで行っている。
＋その後の状況確認

□

センターでかかわっている高齢者の
中で、災害時に援護が必要な人のリ
ストを作成し、安否の確認を行うこと
ができるようになっている。
リスト○

□

センターでかかわっている高齢者の
中で、災害時に援護が必要な人のリ
ストを作成し、安否の確認を行うこと
ができるようになっている。
リスト○

□

センターでかかわっている高齢者の
中で、災害時に援護が必要な人を把
握していない。
把握×

□

災害時の対応マニュアル等を包括
独自で作成し、年１回以上見直しを
行っている。
＋マニュアル

項　　目
評　価　の　目　安 事業評価時における

確認書類　等
◇判断の理由及び根拠
◆改善に向けた取組み◎ ○ △

１．総合相談支援業務

（1）
地域における潜在的な利
用者への実態把握の取組
み

①
・独自の工夫をしているもの
・地域診断
・地域アセスメントシート　等

◇

◆

（２）
地域における社会資源把
握の取組み

①
・社会資源情報
・パンフレット、チラシ以外の包
括独自の情報　等

◇

◆

（３）

相談内容に応じた継続的
な支援
【考え方】
どのように対応するか関
わり方の方針を決める。

①
・相談票
・支援経過表　等

◇

◆

（４）

ワンストップサービスとし
ての機能相談内容に応じ
た適切な関係機関との連
携引継ぎ（つなぎ）
【考え方】
上記項目を受け、必要が
ある場合はその後の状況
確認を行い、記録に残す。

◇

◆

②
・支援経過表
・引継書　等

（５）

防災への対応
【考え方】
要援護高齢者リストは要
支援のプラン作成で関わ
りのある人に限らない。

①
・防災マニュアル
・要援護高齢者リスト
・安否確認リスト　等

◇

◆

○○地域包括支援センター



平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業等の評価・指導に係る自己評価表【別紙４】

項　　目
評　価　の　目　安 事業評価時における

確認書類　等
◇判断の理由及び根拠
◆改善に向けた取組み◎ ○ △

□
関係機関との関係作りを行ってい
る。
関係○

□
関係機関との関係作りを行ってい
る。
関係○

□
挨拶程度で、関係が構築できたとは
いえない関係機関が多い。
関係×

□
包括的ケア会議以外で関係機関と
の関係作りの強化を行っている。
＋強化

□
計画的に開催している。
計画的○ □

計画的ではないが開催している。
開催○ □

開催していない。
予定もない。
開催×予定×

□

各回のテーマが場当たり的でなく、
目標方向性に従って計画的に定め
られている。
＋計画的なテーマ

□

会議の内容にそった形で参加機関
は町内会、民生委員、医療機関、
サービス提供事業者など、高齢者に
関する地域の関係機関が網羅され
ている。
関係者網羅○

□

会議の内容にそった形で参加機関
は町内会、民生委員、医療機関、
サービス提供事業者など、高齢者に
関する地域の関係機関が網羅され
ている。
関係者網羅○

□
網羅されていない。
関係者網羅×

□

会議の内容は趣旨から逸れることな
く、目標方向性に沿った形で開催さ
れている。
＋目標方向性に沿った内容

（6）
地域における関係機関の
ネットワーク作り信頼関係
の構築

①

※数字を入力してください。
【29年度（期間H29.10.1～H30.3.31）】：包括的ケア会議開催回数：　 回、地域ケア個別会議：　　回
【30年度（期間H30.4.1～H30.9.30）】：包括的ケア会議開催回数：　 回、地域ケア個別会議：　　回

◇

◆

※情報交換ができる関係にある機関にチェックを入れてください。
　
□町内会（　　　　　町内会）□老人クラブ（　　　　　老人クラブ）　□民生委員・地区民児協　□地区社協　□警察　□消防署
□病院・診療所（病院数：　　　　院）　　□居宅介護支援事業所　　□サービス事業者　　□商店街
□ボランティア等（具体的に記入してください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□その他（具体的に記入してください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□サービス担当者会議（診療・介護報酬が発生するものは除く）や包括的ケア会議、地域ネットワークづくり等でのリハビリテーション専
門職（PT・OT・ST）との連携の実施（　　　　　　回）

１．総合相談支援業務

（7）
担当圏域における包括的
ケア会議等の開催

① ・包括的ケア会議記録　等

◇

◆

② ・包括的ケア会議記録　等

○○地域包括支援センター



平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業等の評価・指導に係る自己評価表【別紙４】

項　　目
評　価　の　目　安 事業評価時における

確認書類　等
◇判断の理由及び根拠
◆改善に向けた取組み◎ ○ △

① □

制度を理解し、関係機関と連携しな
がら利用者に対して支援を行ってい
る、または支援を行うことが可能で
ある。
連携支援○

□
制度を理解し、利用者の相談を受け
ることが出来る。
理解相談○

□
制度の理解が不十分で、支援を行う
にあたって不安がある。
理解支援×

□

地域の高齢者及び関係機関に対し
て介護予防教室の開催時や包括だ
より等で制度の周知を行っている。
周知○

□

地域の高齢者及び関係機関に対し
て介護予防教室の開催時や包括だ
より等で制度の周知を行っている。
周知○

□
地域の高齢者及び関係機関への周
知を行っていない。
周知×

□

担当圏域内において、制度の周知を
実施地域に偏りなく開催できるよう
に、計画的に実施している。
＋計画的な周知

③ □

成年後見に結びつかないような場合
でも、地域福祉権利擁護事業（日常
生活自立支援事業）との連携連絡も
心がけている。
連携支援○

□

地域福祉権利擁護事業（日常生活
自立支援事業）について理解し相談
を受けることが出来る。
理解相談○

□
地域福祉権利擁護事業（日常生活
自立支援事業）がよくわからない。
理解支援×

※数字を入力してください。

【29年度（期間H29.10.1～Ｈ30.3.31）】
・成年後見に係る相談実件数：　　件
・周知活動を実施した回数：　　回

（内訳）
センターで企画して実施した回数
権利擁護の説明会等：　　　　回 予防教室等の機会を利用した説明会等：　　　回
町内会・老人クラブ等の依頼で実施した回数
権利擁護の説明会等：　　　　回 予防教室等の機会を利用した説明会等：　　　回
その他：　　　回（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【30年度（期間H30.4.1～Ｈ30.9.30）】
・成年後見に係る相談実件数：　　件
・周知活動を実施した回数：　　回

（内訳）
センターで企画して実施した回数
権利擁護の説明会等：　　　　回 予防教室等の機会を利用した説明会等：　　　回
町内会・老人クラブ等の依頼で実施した回数
権利擁護の説明会等：　　　　回 予防教室等の機会を利用した説明会等：　　　回
その他：　　　回（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

成年後見制度への対応

２．権利擁護業務

（1）

◇

◆

②
・周知用パンフレット
・周知実績表　等

○○地域包括支援センター



平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業等の評価・指導に係る自己評価表【別紙４】

項　　目
評　価　の　目　安 事業評価時における

確認書類　等
◇判断の理由及び根拠
◆改善に向けた取組み◎ ○ △

□

センター内のコア会議で支援方針を
検討し、他機関と連携しながら対応
している。
組織○

□

センター内のコア会議で支援方針を
検討し、他機関と連携しながら対応
している。
組織○

□
相談を受けても個人レベルでの対応
となってしまっている。
個人レベル

□

随時、状況の変化に応じた支援方
針を検討し、主体的に、継続的な支
援を行なっている。また、関係機関
への支援も行なっている。
＋継続支援

　

□

地域の高齢者及び関係機関に対し
て相談窓口を周知したり、パンフレッ
ト配布や様々な集まりの場を捉え虐
待防止の普及・啓発に努めている。
周知啓発○

□

地域の高齢者及び関係機関に対し
て相談窓口を周知したり、パンフレッ
ト配布や様々な集まりの場を捉え虐
待防止の普及・啓発に努めている。
周知啓発○

□

地域の高齢者及び関係機関へ制度
や相談窓口の周知等、ＰＲが不十分
である。
周知啓発×

□

担当圏域内において、制度の周知を
実施地域に偏りなく開催できるよう
に、計画的に実施している。
＋計画的な周知

　 　

□

個別ネットワークミーティングの開
催、またはケース会議等に積極的に
参加し、関係者のネットワーク構築
に務めている。
個別ネットワーク○

□

個別ネットワークミーティングの開
催、またはケース会議等に積極的に
参加し、関係者のネットワーク構築
に務めている。
個別ネットワーク○

□
個別支援にあたり、関係者間のネッ
トワークは意識せず対応している。
個別ネットワーク×

□

地域住民、地域関係機関、行政機
関等を含めた関係者のネットワーク
（地域見守りネット、関係機関支援
ネット等）の構築に努めている。　ま
た、ネットワーク構築を目的とした会
議等を開催している。（包括的ケア
会議を含む既存の会議を活用しても
可）
＋地域ネットワーク構築○

※数字を入力してください。

【29年度（期間H29.10.1～Ｈ30.3.31）】
・虐待対応実件数：　　件 主体的に対応した件数： 件
・周知活動を実施した回数：　　回

（内訳）
センターで企画して実施した回数
権利擁護の説明会等：　　　　回 予防教室等の機会を利用した説明会等：　　　回
町内会・老人クラブ等の依頼で実施した回数
権利擁護の説明会等：　　　　回 予防教室等の機会を利用した説明会等：　　　回
その他：　　　回（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【30年度（期間H30.4.1～Ｈ30.9.30）】
・虐待対応実件数：　　件 主体的に対応した件数： 件
・周知活動を実施した回数：　　回

（内訳）
センターで企画して実施した回数
権利擁護の説明会等：　　　　回 予防教室等の機会を利用した説明会等：　　　回
町内会・老人クラブ等の依頼で実施した回数
権利擁護の説明会等：　　　　回 予防教室等の機会を利用した説明会等：　　　回
その他：　　　回（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・相談窓口のパンフレット
・啓発用パンフレット
・地域包括支援センター業務実
績報告書
・地域ネットワークづくり報告書
等

・高齢者虐待防止ネットワーク
ミーティング記録
・地域包括支援センター業務実
績報告書
・地域ネットワークづくり報告書
等

２．権利擁護業務

・高齢者虐待ケース相談票
・支援経過記録　等

◇

◆

②

（２）

高齢者虐待への対応
【考え方】
主体的対応とは、包括が
直接的援助を行う、ネット
ワークの中心に位置し情
報集約を行う、ケアマネ支
援を行う等の対応のこと。

①

③

○○地域包括支援センター



平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業等の評価・指導に係る自己評価表【別紙４】

項　　目
評　価　の　目　安 事業評価時における

確認書類　等
◇判断の理由及び根拠
◆改善に向けた取組み◎ ○ △

① □

制度を理解し、消費生活センターや
警察などの関係機関と連携しながら
実際に対応を行っている。または相
談ケースがない場合でも対応するこ
とが可能である。
連携支援○

□
制度を理解し、相談を受けることが
出来る。
理解相談○

□
制度が分からず、消費者被害の対
応に不安がある。
理解支援×

□

地域の高齢者及び関係機関に対し
て介護予防教室の開催時や包括だ
より等で制度の周知を行っている。
周知○

□

地域の高齢者及び関係機関に対し
て介護予防教室の開催時や包括だ
より等で制度の周知を行っている。
周知○

□
地域の高齢者及び関係機関への周
知を行っていない。
周知×

□

担当圏域内において、制度の周知を
実施地域に偏りなく開催できるよう
に、計画的に実施している。
＋計画的な周知

③ □
新しい情報を積極的に入手し、情報
提供を行っている。
収集・提供○

□
チラシやパンフレットによる情報提供
を行っている。
情報提供○

□
チラシやパンフレットによる情報提供
を行っていない。
情報提供×

・情報提供などのチラシ　等

※数字を入力してください。

【29年度（期間H29.10.1～Ｈ30.3.31）】
・消費者被害に係る相談実件数：　　件
・周知活動を実施した回数：　　回

（内訳）
センターで企画して実施した回数
権利擁護の説明会等：　　　　回 予防教室等の機会を利用した説明会等：　　　回
町内会・老人クラブ等の依頼で実施した回数
権利擁護の説明会等：　　　　回 予防教室等の機会を利用した説明会等：　　　回
その他：　　　回（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【30年度（期間H30.4.1～Ｈ30.9.30）】
・消費者被害に係る相談実件数：　　件
・周知活動を実施した回数：　　回

（内訳）
センターで企画して実施した回数
権利擁護の説明会等：　　　　回 予防教室等の機会を利用した説明会等：　　　回
町内会・老人クラブ等の依頼で実施した回数
権利擁護の説明会等：　　　　回 予防教室等の機会を利用した説明会等：　　　回
その他：　　　回（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．権利擁護業務

（３） 消費者被害への対応

◇

◆

② ・周知用パンフレット　等

○○地域包括支援センター



平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業等の評価・指導に係る自己評価表【別紙４】

項　　目
評　価　の　目　安 事業評価時における

確認書類　等
◇判断の理由及び根拠
◆改善に向けた取組み◎ ○ △

（1）

利用者の状態に応じた医
療機関等の関係機関との
連携
【考え方】
個々のケースについての
連携。

① □

利用者の状態の変化に応じて、病院
への入退院時に病院と介護支援専
門員、介護施設等との連携が図れ
るよう調整を行っている。
連携○

□
センターを中心とした連携が行える
ような関係が出来ている。
連携○

□
センターを中心とした連携が行える
ような関係に至っていない。
連携×

　

◇

◆

□
同行訪問を行っている。
同行訪問○ □

同行訪問を行っている。
同行訪問○ □

同行訪問を行っていない。
同行訪問×

□
ケアプラン等への相談・指導を行っ
ている。
＋指導

□
ケアプラン等への相談・指導を行っ
ている。
＋指導

□

地域での関係する居宅介護支援事
業所に対し、個別支援についてのＰ
Ｒを実施している。
＋ＰＲ

② □

地域の居宅介護支援事業所の介護
支援専門員の状況を具体的に把握
している。
状況把握○

□

地域の居宅介護支援事業所の介護
支援専門員の状況を概ね把握して
いる。
状況把握△

□

地域の居宅介護支援事業所の介護
支援専門員の状況を把握していな
い。
状況把握×

・ケアマネ事業所の一覧表（事
業所の特徴、情報等をまとめた
もの）
・ケース記録　等

③ □

介護支援専門員を指導する際に、
自立支援の理念を常に念頭に置き
ながら行っている。
理念○

□

介護支援専門員を指導する際に、
自立支援の理念を念頭に置きなが
ら行っている。
理念△

□

介護支援専門員を指導する際に、
自立支援の理念を念頭においてい
ない。
理念×

□

意見交換会等を通してケアマネジャ
ーのネットワーク形成支援を行って
いる。
ネットワーク形成○

□

意見交換会等を通してケアマネジャ
ーのネットワーク形成支援を行って
いる。
ネットワーク形成○

□
行っていない。
ネットワーク形成×

□

困難事例検討など介護支援専門員
の資質向上につながるテーマで、研
修会を開催している。
＋資質向上○

※数字を入力してください。

研修実施回数
地域包括支援センター単独実施 他のセンター等との合同実施 　合計

29年度（期間H29.10.1～Ｈ30.3.31） 回 　　　　回
30年度（期間H30.4.1～Ｈ30.9.30） 回 　　　　回

回

・ケース記録　等

（２）

地域における介護支援専
門員への個別支援
【考え方】
個別のケアマネジャーに
対する支援

①

◇

◆

回

◇

◆

３．包括的継続的ケアマネジメント支援業務

（３）

地域における介護支援専
門員を対象にした研修会
等の実施による支援
（他のセンターや居宅連絡
協議会と合同で実施する
場合も含む。）
【考え方】
ケアマネジャー全体の支
援目的で実施するもので
なければならない。

①
・意見交換会実施記録
・研修会実施記録　等

○○地域包括支援センター



平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業等の評価・指導に係る自己評価表【別紙４】

項　　目
評　価　の　目　安 事業評価時における

確認書類　等
◇判断の理由及び根拠
◆改善に向けた取組み◎ ○ △

□

地域型介護予防教室等あらゆる機
会において、総合事業の背景や地
域の支え合い体制の必要性を市民
に周知・説明している。

○働きかけが分かる記録がある
（地域型介護予防教室報告書等）
　

□

地域型介護予防教室等あらゆる機
会において、総合事業の背景や地
域の支え合い体制の必要性を市民
に周知・説明している。

○働きかけが分かる記録がある
（地域型介護予防教室報告書等）
　

□

地域包括支援センター職員全員が
総合事業の実施の背景・目的・概要
を理解をしている。

□

地域の支えあい体制の構築に向
け、管轄エリアの地域特性を踏ま
え、地域住民が自分達が住んでいる
地域に目を向ける機会を包括が設
けている。
○働きかけが分かる記録がある
　（底力アップ教室報告書、包括的
ケア会議記録等）

住民主体の活動等の多様
なサービス利用の積極的
な位置づけについて

① □

プランの評価時、管轄する地域の社
会資源について、案内チラシを基
に、事業対象者に対して、地域資源
の情報を紹介して繋げているか。
○支援記録がある
（紹介し繋がらなくても紹介した記録
がある。または、紹介する必要がな
かったと判断した記録がある。）

□

地域の社会資源（住民主体の活動
等含む）について、対象者に紹介で
きる案内チラシなどがある。

○　案内チラシがある

□

社会資源を把握し台帳などを作成し
ている。

○社会資源の台帳、リストがある
（上記は、1-(2)-①と同様で構わな
い）

事業対象者（要支援者含む）に対
して、地域資源等を紹介して繋げ
ているか

・社会資源の台帳、リスト
・案内チラシ
・支援記録

◇

◆

一般介護予防事業と連動
した働きかけについて

② □

訪問や電話等により、包括企画の教
室・サロン等の社会資源や市の介護
予防事業と連動した働きかけをして
いる。
○働きかけが分かる記録がある

□

介護予防の必要性について説明し、
理解が得られるよう、チラシや資料
を用いて努力・工夫している。 □

介護予防の必要性について説明し
ている。

事業対象者にならなかった者や一
般高齢者に対して、市の事業と連
動した支援をしているか。
・相談があった時に使用している資
　料や案内チラシ
・地域型介護予防教室報告書
・日報や台帳、個人相談記録

◇

◆

４．介護予防・日常生活支援総合事業に関する業務

（1）
介護予防・日常生活支援
総合事業の周知及び地域
への働きかけ

①

底力アップ教室報告書、包括的
ケア会議記録、地域型介護予
防教室報告書等の地域への働
きかけが分かる記録

◇

◆

（２）

○○地域包括支援センター



平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業等の評価・指導に係る自己評価表【別紙４】

項　　目
評　価　の　目　安 事業評価時における

確認書類　等
◇判断の理由及び根拠
◆改善に向けた取組み◎ ○ △

① □

開催計画に基づき、未実施の自治
会やグループ等で教室開催ができ
た。
または、担当圏域内の全自治会や
グループ等で教室開催が出来てい
る。

未実施地域や新たなグループ等で
の開催○

□

担当圏域全体での開催計画を立
て、未実施の自治会やグループ等
へアプローチを行っている。

計画的な開催○ □

担当圏域内の未開催地域を把握し
ている。
担当圏域の一部開催である。

一部地域での開催○

・支援方針の計画表等（グループ
活動立ち上げまでの支援経過及
び、包括の企画・サロン等社会資
源・市の教室等と連動した支援計
画も含む）。
・担当圏域内の自治会やグループ
への働きかけのタイミング、一部開
催の偏りがわかる表であること。

※数字を入力してください。

【29年度（期間H29.10.1～Ｈ30.3.31）】
地域型介護予防教室開催数

地域の底力アップ教室開催数

【参考】認知症サポーター養成講座、イベント等

【30年度（期間H30.4.1～Ｈ30.9.30）】
地域型介護予防教室開催数

地域の底力アップ教室開催数

【参考】認知症サポーター養成講座、イベント等

① □

支援しているグループ（地域別・目的
別等）を新たに自立させた。
または、担当圏域内の全域に自立し
たグループがある。

支援グループの自立○
または、担当圏域内の全域に自立し
たグループ○

□

新たな介護予防活動（地域別・目的
別等）を行っているグループの自立
支援を行っている。

自立グループの立ち上げ支援中○ □

新たな介護予防活動（地域別・目的
別等）を行っているグループの自立
支援を行っていない。

自立支援×

・介護予防活動グループの活
動状況およびグループへの支
援状況が確認できる台帳

② □

グループが自立した活動を継続する
ための支援を行っている。

活動継続の支援○ □

把握している全ての介護予防活動
グループの活動状況を事業評価期
間内に年１回以上確認している。

活動の把握○
□

把握している全ての介護予防活動
グループの活動状況を事業評価期
間内に把握していない。

活動の把握×

※グループの自立とは、グループ
の参加者のみでの活動が可能で
あることをさす。ラジオ体操のグ
ループや既存のグループの活動
回数が増えたことは含まない。

※数字を入力してください　【対象期間】平成29年10月～平成30年９月
・把握しているグループ数（　　　　件）
・うち年１回以上活動状況を確認しているグループ数（　　　件）
・活動状況を確認しているグループ数のうち、支援したグループ数（　　　　件）   *教室開催、電話・訪問等により支援したもの
・人材育成に関わる支援（地域型介護予防サポーター等）の実施（　　　　　回）

〈地域リハビリテーション活動支援事業〉
・リハビリテーション専門職派遣事業や地域介護予防活動支援事業でのリハビリテーション専門職（PT・OT・ST）との連携の実施（
回）※打ち合わせも含む

介護予防活動支援
（教室開催）

　介護予防関係のイベント等：　　　　回（教室には満たないが、介護予防に関わる内容を実施したものを指す）
　認知症サポーター養成講座：　　　　回（他と共催し、所属職員がメイトとして参加した場合も計上）

　介護予防関係のイベント等：　　　　回（教室には満たないが、介護予防に関わる内容を実施したものを指す）
　認知症サポーター養成講座：　　　　回（他と共催し、所属職員がメイトとして参加した場合も計上）

　　通常型：　　　回（共催型再掲：　　　回）　　　　　　　　　拡大型：　　　回（共催型再掲：　　　回）

　　主催型：　　　回（共催型再掲：　　　回）　　　　　　　　　派遣型：　　　回（共催型再掲：　　　回）

　　通常型：　　　回（共催型再掲：　　　回）　　　　　　　　　拡大型：　　　回（共催型再掲：　　　回）

（１）

（２）
介護予防活動支援
（グループ支援）

　　主催型：　　　回（共催型再掲：　　　回）　　　　　　　　　派遣型：　　　回（共催型再掲：　　　回）

５．介護予防活動

◇

◆

◇

◆

○○地域包括支援センター



平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業等の評価・指導に係る自己評価表【別紙４】

項　　目
評　価　の　目　安 事業評価時における

確認書類　等
◇判断の理由及び根拠
◆改善に向けた取組み◎ ○ △

□
地域全体で周知が行き届いている。
周知○ □

概ね周知したが、一部周知が行き届
いていない地域がある。
周知△

□
地域全体にわたって周知が行き届
いていない。
周知×

□
地域の回覧板や包括だより等で継
続的に広報を行っている。
＋継続的

□
機会があれば地域の回覧板や包括
だより等に掲載している。
＋機会に応じて

□

主担当を置いたり、地域ごとに担当
制を敷くなど、基準を置いて分担を
行っている。
基準○

□

主担当を置いたり、地域ごとに担当
制を敷くなど、基準を置いて分担を
行っている。
基準○

□

明確な基準なく、相談を受けた職員
が担当者となっていて、連携も行わ
れていない。
基準×、連携×

□

包括全体でそれぞれ３職種の専門
性を踏まえ、チームアプローチを念
頭に置いて、対応と相談に応じてい
る。
＋専門性

□

センター内で情報共有の場を設けて
おり、相談内容等を報告しあってい
る。
情報共有○

□

センター内で情報共有の場を設けて
おり、相談内容等を報告しあってい
る。
情報共有○

□
行っていない。
情報共有×

□

職員全員で相談内容等を報告しあっ
ている。または、その時に居る職員
のみで報告しあった場合でも、その
場にいない職員に対して情報共有
が図られている。
＋情報共有の徹底

□
日常の業務内容について管理者が
常に把握している。
管理者把握○

□
日常の業務内容について管理者が
常に把握している。
管理者把握○

□
日常の業務内容について管理者が
把握していない。
管理者把握×

□
管理者が日常の業務内容について
適切なアドバイスを行っている。
＋管理者アドバイス

　

□
職員がセンターの年間計画や目標
を共有している。
年間計画等の共有○

□
職員がセンターの年間計画や目標
を共有している。
年間計画等の共有○

□
職員がセンターの年間計画や目標
を共有していない。
年間計画等の共有×

□
職員が業務を実施する際、センター
の年間計画や目標を意識している。
＋年間計画等の意識○

　 　

（１）
地域全体への地域包括支
援センターの周知浸透

①
・周知用パンフレット
・法人発行の広報紙
・包括だより　等

６．地域へのＰＲ、運営体制、人員体制

◇

◆

（２）
3職種その他の職員の
職務分担及び連携

①

◇

◆

② ・業務日誌　等

③ ・業務日誌　等

・地域包括支援センターの年間
計画・目標　等

④

○○地域包括支援センター



平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業等の評価・指導に係る自己評価表【別紙４】

項　　目
評　価　の　目　安 事業評価時における

確認書類　等
◇判断の理由及び根拠
◆改善に向けた取組み◎ ○ △

① □

必要に応じ市から交付された職員証
を活用するなど、市の委託事業であ
ることを周知している。
委託事業周知○

□
市から交付された職員証を携帯して
いる。
委託事業周知×

□

市から交付された職員証を携行せ
ず、委託事業周知においても配慮が
ない。
委託事業周知×

□
契約書その他の規定に従い、市へ
相談報告を行っている。
相談報告○

□
契約書その他の規定に従い、市へ
相談報告を行っている。
相談報告○

□
市への相談報告がなく、トラブルに
発展する場合があった。
相談報告×

□
必要に応じて市と連携を行ってい
る。
＋市との連携

③ □

中立公正の確保について理解し、サ
ービスの紹介などでは常に特定の
事業所だけでなく複数の事業所を提
示し、利用者が選択できるようにして
いる。
利用者選択○

□

中立公正の確保については理解し
ているが、サービスの紹介などで
は、特定の事業所だけでなく複数の
事業所を提示し、利用者が選択でき
るようにはしていない。
利用者選択×

□

中立公正の確保について理解して
おらず、サービスの紹介などでは特
定の事業所だけでなく複数の事業所
を提示し、利用者が選択できるよう
にしていない。
利用者選択×

・提示している書類　等

□
個人情報の取扱いについて、マニュ
アル等で定めている。
マニュアル○

□
個人情報の取扱いについて、マニュ
アル等で定めている。
マニュアル○

□
個人情報の取扱いについて、マニュ
アル等で定めていない。
マニュアル×

□
個人情報遵守に対しての研修等を
行っている。
＋研修等

② □

個人情報を入手するときは、必要時
に関係機関等に提供することを説明
し、理解を得たうえで、常に本人や
家族に同意を得ている。
同意○

□

個人情報を入手するときは、必要時
に関係機関等に提供することを説明
し、理解を得たうえで、本人や家族
に同意を得ている。
同意○

□

個人情報を入手するときは、必要時
に関係機関等に提供することを説明
し、理解を得てはいるが、本人や家
族に同意を得ていない。
同意×

・同意書　等

③ □

個人情報を鍵つきのキャビネット等
に保管しており、鍵は適切に管理し
ている。
保管○

□
個人情報を鍵つきのキャビネット等
に保管している。
保管△

□

個人情報を鍵つきのキャビネット等
に保管しておらず、カウンターなど、
人の目につきやすいところに放置し
ている。
保管×

・キャビネットの確認
・鍵の保管場所　　　　等

④ □

職員が個人情報を持ち出したり持ち
帰ったことを管理簿等で管理者等が
把握している。
管理者等把握○

□

職員が個人情報を持ち出したり持ち
帰ったときは、管理者等が把握して
いる。
管理者等把握○

□

個人情報を職員が自由に持ち出し
することができ、管理者等は把握で
きていない。
管理者等把握×

・管理簿
・業務日誌　等

◇

◆

②

６．地域へのＰＲ、運営体制、人員体制

・マニュアル
・研修実績記録　等

◇

◆

（３） 中立公正の確保

（４） 個人情報保護への取組み

①

○○地域包括支援センター



平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業等の評価・指導に係る自己評価表【別紙４】

項　　目
評　価　の　目　安 事業評価時における

確認書類　等
◇判断の理由及び根拠
◆改善に向けた取組み◎ ○ △

□
苦情に対する対応について、マニュ
アル等で定めている。
マニュアル○

□
苦情に対する対応について、マニュ
アル等で定めている。
マニュアル○

□
苦情に対する対応について、マニュ
アル等で定めていない。
マニュアル×

□
苦情に対する対応の研修等を行っ
ている。
＋研修等

② □

利用者や事業者に、苦情窓口につ
いて口頭で説明し、書面でも交付し
ている。
書面交付○

□
利用者や事業者に、苦情窓口につ
いて口頭で説明している。
説明○

□
利用者や事業者に、苦情窓口につ
いて説明をしていない。
説明×

・関係書類　等

□

申し出のあった苦情について、組織
として検討し、対応しており、書面で
も残している。
書面交付○

□

申し出のあった苦情について、組織
として検討し、対応しており、書面で
も残している。
書面交付○

□
申し出のあった苦情について、組織
として対応していない。
対応×

□

苦情があった場合は、再発防止に
向けての検討や情報の共有を行っ
ている。
＋再発防止

① □

利用者や家族からの要望、意見に
対して、必要に応じセンターの運営
に反映させている。
要望意見○

□

利用者や家族からの要望、意見に
対して必要に応じセンターの運営に
反映させるよう心がけている。
要望意見△

□
利用者や家族からの要望、意見を
反映させる仕組みがない。
要望意見×

・関係書類　等

□
日常の業務における課題反省点を
把握している。
把握○

□
日常の業務における課題反省点を
把握している。
把握○

□
日常の業務における課題反省点を
把握する仕組みがない。
把握×

□

日常の業務における課題反省点を
共有し、それを実践に活かしてい
る。
＋改善実践

　 　

① □
市や県等の主催する研修には可能
な限り職員が参加している。
市県研修○

□

市や県等の主催する研修には可能
な限り職員が参加するようにしてい
るが、参加出来ない場合もある。
市県研修△

　
市や県等の主催する研修に明確な
理由なく参加しない場合がある。
市県研修×

・研修参加記録　等

□

研修に参加した職員が必ず、他の職
員に対して報告や情報の共有を図
る体制になっている。
研修報告○

□

研修に参加した職員が必ず、他の職
員に対して報告や情報の共有を図
る体制になっている。
研修報告○

□
なっていない。
研修報告×

□

自己研鑽に関する助成等の制度が
ある。　あるいは運営法人、センター
独自で職員の資質向上のための研
修等を実施している。
＋助成制度○or独自研修○

　 　

・苦情対応記録　等

◇

◆

６．地域へのＰＲ、運営体制、人員体制

（７） 職員の資質の向上

◇

◆

② ・関係書類　等

◇

◆

・業務日誌　等

③

（５）

苦情に対する対応
【考え方】
苦情がない場合でも、体
制が整えられていること。

① ・マニュアル　等

（６） 業務改善への取組み

②

○○地域包括支援センター



平成29・30年度（第12回）地域包括支援センター運営事業等の評価・指導に係る自己評価表【別紙４】

項　　目
評　価　の　目　安 事業評価時における

確認書類　等
◇判断の理由及び根拠
◆改善に向けた取組み◎ ○ △

（8）
委託料に応じた人員体制
及び運営体制

① □
委託料に応じた人員体制及び運営
体制が整っている。
人員体制○

□

委託料に応じた人員体制・運営体制
を整えるために手段を講じたが、整
えることが出来なかった。
人員体制△

□

委託料に応じた人員体制・運営体制
を整える手段を講じなかったために
人員体制が整わなかった。
人員体制×

・職員の欠員期間、各職員の担
当している介護予防ケアプラン
作成件数　等

◇

◆

６．地域へのＰＲ、運営体制、人員体制

○○地域包括支援センター



【別紙５】 

平成 29・30年度（第 12回）地域包括支援センター運営事業の 

評価に係る自己点検票 

 

地域包括支援センター名：              記載者： 

 

１．前回の評価・指導等を踏まえて・・・ 

○センター内で話し合い等を行い、検討・考察したことを記入してください。 

 

 

 

 

 

○改善した（している）点があれば、記入してください。 

その場合は、どのように行ったか（行っているか）具体的に記入してください。 

 

 

 

 

 

○改善すべきであったが改善できなかった点があれば、記入してください。 

その場合は、なぜできなかったのか理由も明記してください。 

 

 

 

 

 

○今後取り組みたい点があれば、記入してください。 

 

 

 

 

 

○他のセンターの取り組みなどを取り入れていれば、記入してください。 

 

 

 

 

 



【別紙５】 

 

２．自己評価表記載の項目以外で特記すべき点があれば記入してください。 

 

３．自由記載欄 


